
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 
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　示 

○
大
規
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小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
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　た
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五
〇
一 

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件                             

五
〇
一 

○
保
安
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指
定
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す
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件
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五
〇
一 

○
保
安
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定
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〇
四 

○
保
安
林
の
指
定
施
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件
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す
る
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五
〇
四 

○
道
路
の
区
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変
更
す
る
件
二
件                                               

五
〇
四 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
三
件                                               

五
〇
五 

　公

　告 

○
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
実
施
す
る
件                                           

五
〇
五 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                               

五
〇
六 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

五
〇
六 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

五
〇
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
令
和
五
年
十
月
二

十
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
産
業

チ
ャ
レ
ン
ジ
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

サ
ン
デ
ー
い
わ
き
泉
店

　福
島
県
い
わ
き
市
泉
町
下
川
字
薬
師
前
七
十
九
番
地
一
ほ
か
四
十
筆 

二

　変
更
し
た
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称 

（
変
更
前
）
三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
プ
ロ
パ
テ
ィ
株
式
会
社 

（
変
更
後
）
三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

三

　変
更
し
た
年
月
日 

令
和
五
年
十
月
一
日 

四

　届
出
年
月
日 

令
和
五
年
十
月
十
一
日 

五

　届
出
を
し
た
者 

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
エ
ス
テ
ー
ト
プ
ラ
ス
株
式
会
社 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号 

　大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五

年
十
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
総
務
課

市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ

　Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ

　Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

　福
島
南

　福
島
県
福
島
市
黒
岩
字
浜
井
場
五
番

地
の
一
ほ
か 

二

　法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要 

意
見
な
し
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
山
田
浜
字
浜
田
一
の
一
、
三
の
一
、
五
の
一
、
七
の
一
、
八
の
一
、
九
、
一

〇
の
一
、
一
一
、
一
二
、
一
三
の
一
、
一
四
の
一
、
一
九
、
字
沼
ケ
沢
一
の
四
、
五
の
一
、
六
の
二
、

七
の
一
、
七
の
三
、
八
の
二
、
九
、
字
仲
入
一
の
一
、
一
の
三
、
二
の
一
、
二
の
三
、
四
の
一
、
四

の
四
、
七
の
三
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一
、
三
五
の
一
、
三
五
の
三
、
三

六
、
三
七
の
一
、
三
七
の
二
、
三
九
の
五
、
四
〇
、
四
一
、
字
仏
房
九
、
一
〇
、
一
二
、
一
四
の
三
、
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一
六
の
四
、
一
六
の
六
、
一
六
の
七
、
二
四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
六
の
一
、
二
六
の
二
、
三
一
の

一
、
三
一
の
二
、
三
三
の
一
、
三
三
の
四
、
三
四
、
三
六
、
字
泉
畑
一
の
一
か
ら
一
の
五
ま
で
、
二

の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
、
三
の
二
、
四
の
一
か
ら
四
の
六
ま
で
、
五
の
一
、
一
一
の
一
、
一
三
、

一
六
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
、
二
〇
、
二
〇
の
二
、
二
四
か
ら
二
八
ま
で
、
字
後
中
一
の
一
、
一

の
二
、
二
の
一
、
三
の
一
、
四
の
一
か
ら
四
の
三
ま
で
、
五
の
二
、
五
の
三
、
六
、
八
の
一
、
八
の

三
、
九
の
一
、
一
一
の
一
、
一
一
の
四
、
一
三
の
一
、
一
三
の
三
、
一
五
の
一
、
一
五
の
三
か
ら
一

五
の
五
ま
で
、
一
五
の
八
、
一
五
の
九
、
一
六
の
一
か
ら
一
六
の
三
ま
で
、
一
七
の
一
、
二
三
の
一

か
ら
二
三
の
三
ま
で
、
二
四
の
一
か
ら
二
四
の
五
ま
で
、
二
五
の
一
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二

九
の
一
、
三
一
か
ら
三
五
ま
で
、
字
甚
四
郎
前
二
の
一
、
二
の
二
、
三
の
一
、
一
三
の
一
、
一
三
の

二
、
一
四
の
一
、
一
五
、
一
六
の
一
、
一
七
の
一
、
字
山
道
北
四
の
一
、
二
一
、
二
二
、
三
一
、
字

川
端
六
の
一
、
八
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
、
二
一
の
二
、
二
一
の
三
、

二
二
、
字
古
川
六
の
三
、
六
の
五
、
九
の
一
、
一
〇
の
一
、
一
一
の
一
、
一
二
、
一
三
の
一
、
一
三

の
二
、
一
四
の
三
、
一
五
の
一
、
一
六
の
三
、
一
六
の
四
、
一
七
の
二
、
一
八
の
三
、
一
八
の
四
、

一
九
の
二
、
二
〇
、
字
前
田
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
か
ら
二

一
の
六
ま
で
、
二
二
の
二
、
字
深
町
一
五
か
ら
一
九
ま
で
、
二
二
の
二
、
二
三
、
二
四
の
二
、
大
字

前
原
字
東
川
原
四
五
の
一 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
□
葉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
□
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
□
葉
町
大
字
前
原
字
浜
城
三
六
の
二
、
五
五
の
二
、
五
九
の
二
、
字
東
川
原
五
四
の
一
、

五
五
の
一
、
五
六
の
一
、
五
六
の
三
、
五
七
の
一
か
ら
五
七
の
六
ま
で
、
五
八
の
一
か
ら
五
八
の
三

ま
で
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
の
一
、
六
〇
の
二
、
六
一
の
一
、
六
一
の
二
、
六
二
か
ら
六

四
ま
で
、
六
九
の
一
、
七
〇
の
一
、
七
〇
の
二
、
七
一
の
一
、
七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
五
の
二
、

七
六
の
三
、
七
六
の
四
、
七
七
の
二
、
八
〇
の
二
、
八
一
、
字
浜
川
田
一
三
、
一
四
、
二
二
の
一
、

二
二
の
二
、
二
三
、
四
四
の
一
、
四
四
の
三
、
四
四
の
四
、
四
四
の
六
、
四
五
の
一
か
ら
四
五
の
四

ま
で
、
四
六
の
一
、
四
六
の
二
、
四
七
の
一
、
四
七
の
四
、
四
七
の
五
、
四
八
の
一
、
四
八
の
四
、

四
八
の
六
、
四
九
の
四
、
五
〇
の
七
、
五
六
の
一
、
五
七
の
一
、
五
七
の
四
、
五
八
の
一
、
五
八
の

二
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
の
一
、
六
〇
の
二
、
六
一
、
六
二
の
一
か
ら
六
二
の
三
ま
で
、

六
三
、
六
四
、
六
五
の
三
か
ら
六
五
の
五
ま
で
、
六
六
の
二
、
六
七
の
二
、
七
二
の
三
、
七
二
の
四
、

七
四
の
二
、
七
五
、
字
宿
田
七
の
一
、
七
の
七
、
一
〇
の
一
、
一
〇
の
三
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、

一
一
の
四
、
二
〇
の
一
、
二
一
の
一
か
ら
二
一
の
四
ま
で
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
五
の
一
、

二
五
の
二
、
二
六
の
一
か
ら
二
六
の
三
ま
で
、
二
七
、
二
七
の
一
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、
二
九

の
一
、
二
九
の
三
、
三
〇
の
一
か
ら
三
〇
の
五
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
二
の
一
、
三
三
の
一
、
三
三

の
三
、
三
四
の
一
、
三
七
の
一
、
三
七
の
四
、
三
八
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
、
四
一
、
四
三
、
四

五
、
四
七
か
ら
五
四
ま
で
、
字
大
川
端
二
の
四
、
二
の
五
、
三
、
四
の
一
、
四
の
二
、
四
の
六
、
五

の
一
、
五
の
四
、
七
の
三
、
一
二
の
二 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
□
葉
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
□
葉
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
請
戸
字
北
久
保
六
五
の
二
、
七
〇
の
七
、
七
四
の
一
、
七
五
の
一
、
七
五
の

二
、
七
六
の
一
、
七
六
の
二
、
七
七
、
七
八
、
七
九
の
一
、
七
九
の
四
、
八
〇
、
八
〇
の
二
、
八
〇

の
三
、
八
一
の
一
、
九
四
の
一
、
九
四
の
二
、
九
七
の
一
、
九
七
の
四
、
九
七
の
六
、
九
七
の
七
、

一
〇
三
か
ら
一
〇
六
ま
で
、
一
〇
七
の
一
か
ら
一
〇
七
の
三
ま
で
、
字
南
久
保
一
、
二
の
一
、
二
の

二
、
三
の
一
、
三
の
二
、
四
、
七
の
一
、
二
〇
、
二
一
、
二
五
の
一
、
字
川
原
四
か
ら
六
ま
で
、
一
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

〇
の
二
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
一
三
の
五
、
一
三
の
六
、
五
九
の
三
、

六
〇
、
六
二
、
六
五
、
六
六
、
字
大
師
堂
一
九
、
二
一
、
二
二
の
一
、
二
三
、
二
四
の
一
、
二
四
の

二
、
二
五
、
二
六
の
二
、
二
七
の
二
、
二
八
、
二
九
の
一
、
三
〇
の
二
、
三
二
の
二
、
三
二
の
五
、

一
二
六
の
一
、
一
二
六
の
三
、
一
三
五
の
一
、
一
三
五
の
三
、
一
四
一
の
二
、
一
四
一
の
三 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
浪
江
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
浪
江
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
鹿
島
区
南
海
老
字
北
原
一
一
一
の
一
、
一
一
一
の
二
、
一
一
一
の
四
、
一
一
一
の
五
、

一
一
一
の
七
、
一
一
二
の
一
、
一
一
三
、
一
一
五
か
ら
一
一
九
ま
で
、
一
二
一
の
一
、
一
二
一
の
二
、

一
二
二
か
ら
一
二
四
ま
で
、
字
北
町
四
八
の
一
、
四
九
の
一
、
五
〇
か
ら
五
二
ま
で
、
五
三
の
一
、

五
四
の
一
、
五
四
の
二
、
字
南
町
一
七
の
一
、
一
八
の
一
、
一
九
の
一
、
二
〇
、
二
一
の
一
、
二
二

の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
、
二
四
の
一
、
二
五
の
一
、
三
九
か
ら
四
三
ま
で
、
四
四
の
一
、
四
五
、

四
六
、
四
七
の
一
、
四
七
の
三
、
字
釜
前
一
の
一
、
二
か
ら
八
ま
で
、
九
の
一
、
九
の
二
、
一
〇
の

一
、
字
福
田
一
二
一
、
一
二
二
の
一
、
一
二
二
の
二 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

南
相
馬
市
原
町
区
萱
浜
字
八
龍
前
二
四
の
五
、
二
六
、
八
一
の
一
、
八
一
の
三
か
ら
八
一
の
五
ま

で
、
八
三
の
一
、
八
三
の
二
、
八
四
の
四
、
字
長
沼
七
三
の
一
、
九
三
、
九
四
、
原
町
区
雫
字
南
谷

地
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
三
九
か
ら
四
二
ま
で
、
四
九
、
六
七
、
六
九
、
七
〇
、
字
北
畑
一
の
一
、

一
の
六
、
六
、
八
、
九
、
一
一
の
二
、
一
四
、
一
九
、
二
〇
、
二
二
、
四
三
の
一
、
四
三
の
二
、
四

四
、
四
八
の
一
、
五
四
の
一
、
五
四
の
二
、
五
四
の
四
、
九
四
の
二
、
一
〇
〇
の
三
、
一
〇
〇
の
四
、

字
台
畑
三
六
の
一
、
四
〇
の
二
、
字
上
ノ
台
一
の
三
、
一
七
の
一
か
ら
一
七
の
五
ま
で
、
二
三
の
一
、

二
三
の
二
、
二
五
、
三
二
の
二
、
三
二
の
三
、
三
五
、
字
権
現
下
二
二
一
の
一
、
二
二
一
の
二
、
二

二
八
、
二
二
九
、
二
三
一
、
二
五
八
の
四
、
二
六
三
の
一
、
二
七
八
の
一
、
二
八
二
、
二
八
六
の
一
、

二
八
六
の
二
、
二
八
七
の
二
、
二
八
七
の
四
、
二
八
七
の
五
、
二
九
三
の
二
、
二
九
六
の
一
か
ら
二

九
六
の
三
ま
で
、
二
九
八
、
三
〇
七
、
三
〇
八
の
一
、
三
〇
八
の
二
、
三
〇
九
、
三
〇
九
の
二
、
三

一
三
か
ら
三
一
五
ま
で
、
三
三
三
の
六
、
三
三
四
の
一
、
三
三
四
の
二
、
三
三
五
の
一
か
ら
三
三
五

の
四
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
南
相
馬
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
南
相
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　保
安
林
の
所
在
場
所 

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
毛
萱
字
浜
畑
三
四
の
二
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
〇
の
二
、
一
四
一
、
一
四
一

の
二
、
一
四
二
、
一
四
三
、
字
前
川
原
八
四
か
ら
八
六
ま
で
、
八
六
の
二
、
八
七
、
九
二
の
一
か
ら

九
二
の
四
ま
で
、
九
三
か
ら
九
五
ま
で
、
九
五
の
一
、
九
五
の
二
、
九
六
の
一
か
ら
九
六
の
三
ま
で
、

九
七
の
二
、
八
六
四
か
ら
八
六
六
ま
で 

二

　指
定
の
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
富
岡
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
富
岡
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
平
下
大
越
字
南
横
手
二
二
〇
の
三
、
二
二
〇
の
四 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

潮
害
の
防
備 

三

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

須
賀
川
市
長
沼
字
日
高
見
山
一 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

公
衆
の
保
健 

三

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
須
賀
川
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
須
賀
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

 
 

 
 

 

路 

線 

名 

区

　
　
　
　間 

変 

更 

後 
 

 
 

 
 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
片
倉 

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続 

変
更
前 

　
　
　五
・
〇
～ 

　
　一
八
〇
・
〇 

末
続
停
車 

字
岩
ケ
作
二
一
番
三
地
先 

　
　
　一
七
・
五

場
線 

か
ら 

同

　
　市
久
之
浜
町
末
続 

変
更
後 

　
　
　九
・
六
～ 

　
　一
八
〇
・
〇 

字
岩
ケ
作
三
八
番
地
先
ま 

　
　
　一
九
・
四 

で

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号 
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
五
年
十
月
二
十
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

喜
多
方
市
山
都
町
□
莱
字

変
更
前

　

 

　
　
　四
・
二
～

　
　八
五
三
・
〇 

四
五
九
号

一
ノ
渡
戸
二
八
〇
五
番
一

　
　
　二
四
・
九

地
先
か
ら 

同

　
　市
山
都
町
□
莱
字

変
更
後

　

 

　
　一
二
・
一
～ 

　
　八
五
三
・
〇 

堂
山
二
一
四
五
番
地
先
ま

　
　
　四
六
・
七

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供
用

開

始
の

期

日

県
道
釜
戸
小
名
浜
線

　
い
わ
き
市
渡
辺
町
田
部
字
壱
町
田
二
五

令
和
五
年
一
〇
月
二
〇
日

番
二
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　市
渡
辺
町
田
部
字
壱
町
田
二
八

番
三
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

県
道
常
磐
勿
来
線

　
　
い
わ
き
市
渡
辺
町
田
部
字
仲
ノ
町
三
〇

令
和
五
年
一
〇
月
二
〇
日

番
三
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　市
渡
辺
町
田
部
字
仲
ノ
町
一
八

番
一
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
喜
多
方

建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
月
二
十
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

一
般
国
道
四
五
九
号

　
喜
多
方
市
山
都
町
□
莱
字
一
ノ
渡
戸
二

令
和
五
年
一
〇
月
二
〇
日

八
〇
五
番
一
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

同

　
　市
山
都
町
□
莱
字
堂
山
二
一
四

五
番
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
七
号 

　保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

五
年
度
福
島
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　試
験
期
日 

令
和
六
年
二
月
十
四
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
開
始 
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二

　試
験
場
所 

郡
山
市
南
二
丁
目
五
十
二
番
地

　福
島
県
産
業
交
流
館
（
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
） 

三

　提
出
書
類 

１

　受
験
願
書 

２

　写
真 

出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
は
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
、
受
験
用
写
真
台
紙
に
貼
り

付
け
る
こ
と
。 

３

　受
験
資
格
を
証
す
る
書
類 

㈠

　保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。 

㈡

　受
験
願
書
の
受
付
期
間
内
に
規
則
第
二
十
七
条
第
二
号
の
修
業
証
明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を

添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
当
該
証
明
書
に
代
え
て
修
業
見
込
証
明
書
又
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
令
和
六
年
三
月
七
日
（
木
）
ま
で
に
修
業
証

明
書
又
は
卒
業
証
明
書
を
知
事
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
試
験
結
果
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
試
験
は
無
効
と
す
る
。 

四

　受
験
手
数
料 

六
千
九
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
っ
て
納
入
す
る
こ
と
（
消

印
は
し
な
い
こ
と
。
）
。 

五

　受
験
願
書
の
受
付
期
間 

令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
に
郵
送
（
書
留
郵
便
）
又
は
持
参
の
こ
と
（
郵

送
の
場
合
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。
）
。 

六

　受
験
願
書
の
提
出
先 

福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室 

福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号
（
郵
便
番
号
九
六
〇
︱
八
六
七
〇
） 

電
話

　〇
二
四
︱
五
二
一
︱
七
二
二
二
（
直
通
） 

七

　そ
の
他 

１

　受
験
願
書
用
紙
等
を
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」

と
朱
書
し
て
百
四
十
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
前
記
受
験
願
書

の
提
出
先
へ
請
求
す
る
こ
と
。 

２

　試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策

室
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
医
療
人
材
対
策
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
百
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　請
戸
川
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　住
所 

理
事

　原
田

　榮

　双
葉
郡
浪
江
町
大
字
谷
津
田
字
上
谷
津
田
二
二
五
番
地 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
二
百
九
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
五
年
十
月
二
十
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

土
地
改
良
区
の
名
称 

　玉
川
村
土
地
改
良
区 

退
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　住
所 

理
事

　藤
田

　守

　
　石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
三
升
蒔
二
三
番
地 

理
事

　眞
弓

　泰
行

　同

　郡
同

　村
大
字
蒜
生
字
羽
根
石
六
五
番
地 

理
事

　増
子

　明

　
　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
南
宿
四
五
番
地
の
一 

理
事

　野
崎

　倉
平

　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
舘
二
七
番
地 

理
事

　佐
藤

　子
一

　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
堂
平
三
八
五
番
地 

理
事

　鈴
木

　浩
勝

　同

　郡
同

　村
大
字
中
字
後
作
田
四
〇
番
地
の
六 

理
事

　大
竹

　良
廣

　同

　郡
同

　村
大
字
岩
法
寺
字
竹
ノ
花
五
三
番
地 

理
事

　鈴
木

　朝
雄

　同

　郡
同

　村
大
字
竜
崎
字
糀
屋
一
〇
五
番
地 

理
事

　塩
澤

　義
二

　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
桜
窪
三
八
番
地
の
二
八 

理
事

　鈴
木

　安
夫

　同

　郡
同

　村
大
字
北
須
釜
字
吹
上
四
八
番
地 

理
事

　矢
吹

　昭
夫

　同

　郡
同

　村
大
字
吉
字
中
平
一
三
番
地
の
一 

理
事

　石
森

　和
二

　同

　郡
同

　村
大
字
山
小
屋
字
高
野
二
一
〇
番
地 

理
事

　塩
田

　豊

　
　同

　郡
同

　村
大
字
四
辻
新
田
字
諏
訪
平
三
番
地
の
一 

監
事

　國
井

　文
雄

　同

　郡
同

　村
大
字
小
高
字
西
屋
敷
一
四
番
地 

監
事

　小
林

　茂
夫

　同

　郡
同

　村
大
字
竜
崎
字
原
作
田
二
六
六
番
地
の
三 

監
事

　草
野

　勝
男

　同

　郡
同

　村
大
字
北
須
釜
字
坂
ノ
下
五
一
番
地 

就
任
し
た
役
員 

役
別

　氏
名

　
　
　
　
　住
所 

理
事

　藤
田

　守

　
　
　石
川
郡
玉
川
村
大
字
小
高
字
三
升
蒔
二
三
番
地 

理
事

　阿
部

　金
四
郎

　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
南
宿
七
一
番
地 

理
事

　曲
山

　勉

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
蒜
生
字
栗
木
内
二
九
番
地
の
一 

理
事

　大
竹

　吉
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
和
尚
平
一
一
二
番
地 

理
事

　野
﨑

　薫

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
川
辺
字
舘
一
〇
一
番
地 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

理
事

　藤
田

　二
三
男

　同

　郡
同

　村
大
字
中
字
後
作
田
三
一
番
地
の
一
〇
一 

理
事

　大
竹

　和
久

　
　同

　郡
同

　村
大
字
岩
法
寺
字
関
根
七
七
番
地
の
二 

理
事

　小
林

　覚
雄

　
　同

　郡
同

　村
大
字
竜
崎
字
糀
屋
一
〇
四
番
地
の
一 

理
事

　小
原

　正
広

　
　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
奥
平
一
三
九
番
地 

理
事

　小
針

　幸
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
北
須
釜
字
仏
供
田
一
五
番
地 

理
事

　有
賀

　正
記

　
　同

　郡
同

　村
大
字
吉
字
西
ノ
内
三
五
番
地 

理
事

　我
妻

　利
夫

　
　同

　郡
同

　村
大
字
山
小
屋
字
銅
屋
久
保
一
一
一
番
地 

理
事

　大
和
田

　●
□

　同

　郡
同

　村
大
字
南
須
釜
字
青
井
沢
二
〇
八
番
地 

監
事

　國
井

　文
雄

　
　同

　郡
同

　村
大
字
小
高
字
西
屋
敷
一
四
番
地 

監
事

　佐
藤

　昇

　
　
　同

　郡
同

　村
大
字
竜
崎
字
和
久
四
番
地 

監
事

　瀬
谷

　吉
利

　
　同

　郡
同

　村
大
字
北
須
釜
字
鷹
待
場
一
八
三
番
地
の
一
二
六 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

                          

                                       

公 告 第 ２ １ ０ 号  
  Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と  
お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定  
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務 規  
則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ５ 年 10 月 20 日  
福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  

１   落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
ノ ー ト パ ソ コ ン ほ か 計 ２ 品 目   一 式  

２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課   福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３   落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ５ 年 ９ 月 25 日  

４   落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
株 式 会 社 中 松 商 会   東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 二 丁 目 ３ 番 ４ 号  

５   落 札 金 額  
4 0 , 3 0 8 , 8 4 0 円  

６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７   特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ５ 年 ８ 月 ８ 日  

（ 入 札 用 度 課 ）  

再生紙を使用しています。 【定価　１箇月 3,560円】 発行者　福　　　　島　　　　県
印刷所　株式会社　第　一　印　刷
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